
平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日
提
出

質

問

第

一

七

号

第
百
九
十
二
回
臨
時
国
会
に
お
け
る
安
倍
総
理
の
所
信
表
明
演
説
で
の
憲
法
に
か
か
る
発
言
に
関
す
る
質
問
主

意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二
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第
百
九
十
二
回
臨
時
国
会
に
お
け
る
安
倍
総
理
の
所
信
表
明
演
説
で
の
憲
法
に
か
か
る
発
言
に
関
す
る
質
問
主

意
書

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
六
日
の
衆
議
院
本
会
議
で
行
わ
れ
た
安
倍
総
理
の
所
信
表
明
演
説
に
お
け
る
、
「
憲
法
は
ど
う
あ

る
べ
き
か
。
（
中
略
）
そ
の
案
を
国
民
に
提
示
す
る
の
は
、
私
た
ち
国
会
議
員
の
責
任
で
あ
り
ま
す
。
」
と
の
発
言
に
関
し
て

疑
義
が
あ
る
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

「
そ
の
案
を
国
民
に
提
示
す
る
」
と
は
、
日
本
国
憲
法
第
九
十
六
条
に
規
定
す
る
「
各
議
院
の
総
議
員
の
三
分
の
二
以
上

の
賛
成
で
、
国
会
が
、
こ
れ
を
発
議
し
、
国
民
に
提
案
」
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
。
あ
る
い
は
国
会
で
の
、
賛
否
三

分
の
二
を
問
う
た
め
の
議
論
に
付
す
案
の
こ
と
を
指
す
の
か
、
若
し
く
は
そ
れ
以
外
の
こ
と
も
含
む
の
か
。
政
府
の
見
解
を

示
さ
れ
た
い
。

二

日
本
国
憲
法
の
改
正
に
あ
た
り
国
会
発
議
の
た
め
の
原
案
を
、
国
会
に
提
出
で
き
る
の
は
、
国
会
議
員
も
し
く
は
内
閣

か
。
あ
る
い
は
そ
の
両
者
が
可
能
な
の
か
。
そ
の
根
拠
と
と
も
に
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


